
 
 
 

 

平成２６年１１月１２日 平成 

令和４年２月１７日 

松山河川国道事務所 
  

国道１９２号 除雪作業における通行止め 

解除について 
 

 

現在除雪作業による通行止めを行っている、国道１９２号愛媛県四国中央市川滝町下

山～徳島県三好市池田町白地間において、除雪作業が完了しましたので「通行止め解除」

を行います。                      
 【資料－１参照】 

 
 

１．通行止め解除日時 令和４年２月１７日（木）８：００  
           
 

２．通行止め解除場所 国道１９２号 愛媛県四国中央市川滝町下山地先～ 

徳島県三好市池田町白地地先 

                約１６．９ｋｍ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】  （○：主な問い合わせ先） 

国土交通省 四国地方整備局 松山河川国道事務所  電話: 089-972-0034（代表） 

副所長（道路）      中野
な か の

 晴樹
は る き

  （内線２０５） 

○道路管理第一課長   松本
まつもと

 洋一
よ う い ち

 （内線４３１） 



資料－１

◆雪氷対策

凍結防止剤の散布 スノープラウ付車による除雪

◆除雪通行規制場所

N

S

国道１９２号 通行規制区間 約１６．９ｋｍ
四国中央市川滝町下山～三好市池田町白地間

至 高知市

至 高松市

至
大
洲
市

N

【位置図】
国道１９２号
四国中央市川滝町下山～

三好市池田町白地間
約１６．９ｋｍ

この地図は、国土地理院の地理院地図に加筆したものである。
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スノープラウ付車による除雪

かわたき いけだ

川滝～池田地区
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